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■嫌気ろ床槽第１室 ( つづき )
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■嫌気ろ床槽第２室
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■担体流動槽

点 検 項 目   点 検 方 法 点　検　結　果 保　守　作　業

・目　視 ・著しく発泡している。(1)発泡の　　　
状　態

・消泡剤を槽上部に吊り下げる。

・目　視(2)ばっ気の
状　態

[担体押さえ面の点検]
・担体押さえ面が汚泥により目詰まりしてい
る場合は、担体押さえ面を掃除する。

・担体流動槽が十分に立ち上がっていない
　場合は、シーディングを行う。

[空気配管の点検]
・空気配管に問題が無いか確認する。

[ブロワの点検]
・フィルタやダイアフラムなどを点検する。
[散気管の洗浄]
・散気管が詰まっていないか確認する。
[槽の水平確認]
・槽内の水準目安線などで確認し、著しく傾
いている場合には施工業者に連絡する。

・気泡が部分的にしか上がらない。

・目　視 ・異常に水位が高い。
　(水準目安線から5cm以上ある)

(3)水位の異
常な上昇

[担体押さえ面の点検]
・担体押さえ面が汚泥により目詰まりしてい
る場合は、担体押さえ面を掃除する。
[空気配管の点検]
・空気配管に問題が無いか確認する。

[ブロワの点検]
・フィルタやダイアフラムなどを点検する。

・気泡が全く上がらない。

[L字パイプによる空気逆洗の実施]
・長期間にわたり、ばっ気されておらず、ばっ気
を再開しても水位が正常に戻らない場合に
は、左図のL字パイプを用意し、L字パイプの
短辺側先端を沈殿槽から担体流動槽の底部
に挿入する。L字パイプの長辺側先端に
ブロワの空気を供給して、担体流動槽を
撹拌する。

L字パイプ

2300

250

VP13

ブロワへ
(ホースで接続)

担体流動槽
底部へ挿入

［正常な状態］※
・気泡が概ね均一に上がって
　いる。

［正常な状態］
・汚水が流入していない時、
　水位は水準目安線から
　5cm以内
・汚水が流入している時、
　水位は水準目安線から
　10cm以 内

※気泡は、嫌気ろ床槽第2室との
　仕切壁側に多めに出るように
　設定してあります。
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[循環エアリフト管の掃除]
・循環エアリフト管を掃除する。

[ブロワの点検]
・フィルタやダイアフラムなどを点検する。

・循環水が移送されていない。(4)循環エア
リフトポ
ンプ

[空気配管の点検]
・空気配管に問題が無いか確認する。

・移送管出口
　で循環水量
　を実測

・循環バルブを調整しても設定水量
が得られない。

[循環水移送管の掃除]
・循環水移送管を掃除する。

・目　視 ・汚泥が多量に発生していて、ばっ
気の状態が確認できない。

(5)ろ材押え
面の汚泥

・汚泥を嫌気ろ床槽第１室に移送する。

点　検　結　果 保　守　作　業

・目　視 ・水位が下がっている。(6)水位の 
    低　下

・漏水が考えられる場合は、施工業者あるいは
弊社営業所に連絡する。

[ワンポイントアドバイス]
・循環水量の使用人員で適正な範囲は、おおむね下表の通りです。
・水量は、(1)使用水量、(2)実使用人員、(3)人槽の優先順位を
　考慮し調整する。

点 検 項 目   点 検 方 法 点　検　結　果 保　守　作　業
・目　視 ・水面にスカムが浮いている。(1)スカム ・スカムを嫌気ろ床槽第１室に移送する。

・目　視 ・ミジンコおよび貝が大量に発生し
ている。

(2)ミジンコ
および貝
の発生

[ミジンコの除去]
・ブロワを１時間停止させ、水面に浮いてき
たミジンコに対して、
　1) 細かい目の網ですくい除去する。経過
　　を見ながら、これを繰り返す。
　2) 0.3％程度の次亜塩素酸水を少量散布す
　　る。(多量散布は有用微生物も死滅するの
　　で注意)
[貝の除去]
・硫安(窒素肥料)と消石灰を用意します。
　1)硫安を約0.5kg/m3(アンモニア性窒素濃
　　度として100mg/L)、消石灰をpH8.5を
　　目安に投入します。
　2)1～2日後にアンモニア濃度とpHを測定
　　し、低下している場合は、硫安、消石灰
　　を追加します。
　3)5～7日後に再度硫安、消石灰を追加しま
　　す。
　4)約2週間後にサカマキガイが見られなく
　　なれば終了です。
　なお、必ず放流先に影響がないことを確認
してから、流入の少ない時間帯に実施して
ください。

[循環バルブの洗浄]
・空気配管を取り外し、水道水等で循環バルブ内
に水を通して洗浄する。

点 検 項 目   点 検 方 法

■担体流動槽 ( つづき )

■沈殿槽

人 槽 14 人 18 人 21 人 25 人 30 人
循環水量   
(L/ 分 )

 4.9
～

   6.8   
6.3

～
   8.8   

 7.3
～

   10.2   
 8.7

～
   12.2   

 10.4
～

   14.6   
人 槽 35 人 40 人 42 人 45 人 50 人

循環水量   
(L/ 分 )

 12.2
～

   17.0   
 13.9

～
   19.4   

 14.6
～

   20.4   
 15.6

～
   21.9   

 17.4
～

   24.3   
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スカムバッフル
外側

沈殿槽

担体
流動槽

スカム
バッフル

点 検 項 目 点 検 方 法 点　検　結　果 保　守　作　業

・透明管の
   差し込み

・底部に堆積汚泥が認められる。(3)堆積汚泥 ・堆積汚泥を自吸式ポンプで引き抜いて嫌気
ろ床槽第１室に移送する。
　※自吸式ポンプがない場合には、左記の簡
　　易移送方法を参考にする。
・嫌気ろ床槽が清掃時期の場合は、清掃を実
施する。

(4)DO(溶存
酸素濃度)

・DO計測器
　で底部から
　約40cm
　のDOを
　流水状態
　で測定

・DOが1.0mg/L未満である。
［DOの目安］
・DOが1.0mg/L以上である。

[空気配管の点検]
・空気配管に問題が無いか確認する。

[ブロワの点検]
・フィルタやダイアフラムなどを点検する。

・亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、
　アンモニア性窒素の濃度が
　合計で20mg/L以下である。

・透視度計で
　測定

・透視度30cm未満である。(5)透視度 ・ミジンコの発生、堆積汚泥の有無、pHを確
認し、各点検項目の保守作業を実施する。［透視度の目安］

・透視度が30cm以上である。 ・嫌気ろ床槽が正常に機能しているか、嫌気
ろ床槽の点検項目に従って確認する。

・pH計測器
　で測定

・pHが5.8未満である。(6)pH ・循環水量を確認し、適正範囲から外れてい
る場合は、循環エアリフトポンプの点検項
目に従って確認する。

・pHが8.6を超えている。

・流入水に特殊な排水が混入していないか使
用者に確認し、混入がある場合は、改善を
促す。

［望ましい範囲］
・pHが5.8～8.6である。

・担体流動槽が正常に機能しているか、担体
流動槽の点検項目に従って確認する。

・試験紙や
　パックテス
　トなどの
　簡易測定法
　による測定

・亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、アン
モニア性窒素の濃度が合計で20
mg/Lを超える。

(7)窒素濃度
の測定

・循環水量を確認する。

［望ましい範囲］
・嫌気ろ床槽が正常に機能しているか、嫌気
ろ床槽の点検項目に従って確認する。
・担体流動槽が正常に機能しているか、担体
流動槽の点検項目に従って確認する。

堆積汚泥を移送する際に、自吸式ポンプがない場合の
簡易移送方法

・手順
　(1)現状の循環バルブの開度を記録しておきます。
　(2)循環バルブの開度を最大にします。
　(3)塩ビパイプ(VP13、2.5ｍ程度)を沈殿槽のスカムバッ
　　フル外側に挿入し、撹拌します。
　(4)循環用バルブを元の開度に戻します。

T-N20mg/L
以下の規制地
域においては、
T-Nの簡易測
定により窒素
除去の状況を
把握してくだ
さい。

■沈殿槽 ( つづき）



25

点 検 項 目  点 検 方 法 点　検　結　果 保　守　作　業

・空気が漏れている。(2)配管接続
部

・修理する。・目　視

・運転が停止している。(1)運転状況 ・電源の確認・目　視

・汚れたり、目詰まりしている。(4)エアフィ
ルタ

・洗浄、あるいは交換をする。
　※定期的な交換を推奨します。

・目　視

・ダイアフラム破損によるオートストッパー
作動の場合は、修理する。

・異常な音や振動がある。(3)音・振動 ・ブロワの足と基礎コンクリートの間に隙間
がある場合には、4本の足が確実に接する
ように改善する。

・目　視

点 検 項 目  点 検 方 法 点　検　結　果 保　守　作　業

・消毒剤が減っている。(2)消毒剤の
有　無

・消毒剤を補充する。・目　視

・薬剤筒が傾いている。(1)薬剤筒の
取付状況

・正常な取付状態に直し、処理水と消毒剤が
効率良く接触できるようにする。

・目　視

・沈殿物が生成し、かつ放流水に濁
りが認められる。

(3)沈殿物の
状　況

・消毒槽内を清掃する。・目　視

■ブロワ

■消毒槽
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６.　清掃について
６－１　清掃の頻度

■１年に１回以上 ただし、汚泥の堆積等により浄化槽の機能に支障が生じるおそれがある場
合は、すみやかに清掃を行ってください。
そのときの状態は、次のことを参考にしてください。

清掃が必要な状態

・スカムが多量に発生し、ろ床の上部をふさいでいる。
・ろ床の中が、汚泥でつまっている。
・底部の汚泥が、ろ床の下端面まで堆積している。

その他

・油など、微生物に有害な物質が流入し、回復が見込めないとき。

６－２　清掃の手順
嫌気濾床槽第１室 汚泥、スカム等を全量引き抜いてください。

1. 嫌気濾床槽第１室のスカムを棒などで砕
　きながら、サクションホースで引き抜い
　てください。

・必ずスカムから引き抜いてください。
　槽底部を先に引き抜くと、水位が下
　がってスカムが濾床の上部に残ります
　ので、スカムを引き抜くことが難しく
　なります。
・洗浄水も全量引き抜いてください。

2. 濾床上部の汚泥を濾材が見えるまで
　サクションホースで引き抜いてくだ
　さい。

3. 清掃孔にサクションホースを差し込み、
　濾材の中および槽の内壁に付着している
　汚泥を圧力水で洗い落としながら、槽底
　部の汚泥を引き抜きます。

４. 内部部品が破損していないか確認します。

※イラストは説明用です。

圧力水
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人　　槽 14 18 21 25 30 35 40 42 45 50
嫌　気
ろ床槽

第１室 2.598 2.598 3.198 3.400 4.396 4.396 5.968 5.968 5.968 5.968
第２室 1.712 2.512 2.512 3.213 3.213 4.200 4.069 4.069 5.588 5.588

担体流動槽 0.765 0.985 1.143 1.465 1.776 2.015 2.399 2.399 2.855 2.855
沈殿槽 0.575 0.575 0.575 0.779 0.779 0.779 0.998 0.998 0.998 0.998
消毒槽 0.045 0.045 0.045 0.073 0.073 0.073 0.108 0.108 0.108 0.108

合　　計 5.695 6.715 7.473 8.930 10.237 11.463 13.542 13.542 15.517 15.517

各槽の有効容量 (m3)

嫌気ろ床槽底部からろ床底面までの寸法

※イラストは説明用です。

Ａ　　400mm

Ｂ　　450mm

嫌気濾床槽第２室 汚泥、スカム等を適正量引き抜いてください。

1. 嫌気濾床槽第２室のスカムを、サクシ
　ョンホースで引き抜いてください。 ﾎﾟｲﾝﾄ ・浄化槽の使用状況（流入する汚水の量お

　よび質）により、スカムや汚泥の堆積状
　況が異なりますので、濾床の閉塞具合
　や底部堆積汚泥の高さ等から判断して、
　必要であれば全量引き抜いてください。

・必ずスカムから引き抜いてください。
　槽底部を先に引き抜くと、水位が下
　がってスカムが濾床の上部に残ります
　ので、スカムを引き抜くことが難しく
　なります。

2. 清掃孔にサクションホースを差し込み、
　濾材の中および槽の内壁に付着している
　汚泥を圧力水で洗い落としながら、
　槽底部の汚泥を引き抜きます。

3. 内部部品が破損していないか確認します。

■汚泥、スカムの引き出し、槽内の洗浄並びに点検が完了したら、槽内に水を張ります。

・嫌気濾床槽第１室および嫌気濾床槽第２室は、規定水位 ( 水準目安線 ) まで水を張ってください。

ご参考　KGRN 型の単位装置容量および嫌気濾床槽の槽底部から濾床底面までの寸法は次のとおり
　　　　です。汚泥の引抜量や堆積状況を判断するのに、参考にしてください。

圧力水
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サクションホース

沈殿槽

消毒槽

水道水等

担体流動槽

担体流動槽

沈殿槽

消毒槽

担体流動槽の清掃が必要になった場合には、沈殿槽から汚泥を引き抜きます。
( 担体流動槽と沈殿槽は、下部で連通しています。)
清掃の手順は、以下に示す通りです。
(1) 担体流動槽は、ばっ気したままにします。
(2) 沈殿槽の槽底部にサクションホースを差し込み、水道水等で壁面や担体等を洗
　　浄しながら、汚泥を引き抜きます。( 下図参照 )
(3) 内部部品が破損していないか確認します。
(4) 汚泥の引き出し、槽内の洗浄および点検が完了したら、所定の水位 ( 水準目安
　　線 ) まで水を張ります。

担体流動槽
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浄化槽の実使用者名： 住所：

浄化槽の　管理者名： 巡回用件：定期・契約・要請・その他（　　　　　）

メーカ名・型式名： 処理対象人員：　　人 実使用人員：　　　人

処理方式：嫌気ろ床・担体流動方式

前回の清掃日：　　年　　月　　日 前回の清掃汚泥量：　　　　　　　　　　m3

清　　　　　掃　　　　　作　　　　　業　　　　　内　　　　　容

槽内に入って清掃作業を行う必要性：無・有（酸素濃度：　　　（%・mg/L）、硫化水素濃度：　　　mg/L）

単 位 装 置 名
引　き　抜　き　作　業　内　容 洗浄の実

施の有無

張り水

無・有 対　　象　　物 有効容量 引き抜き量 量 種類

嫌 気 ろ 床
槽

第 1 室 有 スカム・堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無           m3

第 2 室 無・有 スカム・堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無           m3

担体流動槽及び
沈殿槽

無・有 スカム・堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無           m3

消毒槽 無・有 スカム・堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無           m3

そ
　
の
　
他

油 脂 分 離 槽 無・有 スカム・堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無           m3

原水ポンプ槽 無・有 スカム・堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無

放流ポンプ槽 無・有 スカム・堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無

流 入 管 渠 無・有 　　　　堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無

放 流 管 渠 無・有 　　　　堆積物・全量・洗浄水               m3              m3 有・無

全清掃汚泥量　　作業車　（　　　トン車　　　台）　　　　　　　　　　　　　　m3　　合計　　　　　　　　m3

管
理
者
へ
の
連
絡
事
項

内部設備の破損・変形 無・有（その状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

修  理  の  必  要  性 無・有（その内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

使  用  上  の  注  意 無・有（その内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

清掃汚泥の搬出先：

清掃作業の担当者名 会社名：
住所：
TEL.No.：

緊急時の連絡先
　　　
TEL.No.：

検
印

有効容量 (m3)

清掃の記録票
清掃の日時：       年       月      日     AM・PM(　　：　　)

人　　槽 14 18 21 25 30 35 40 42 45 50
嫌　気
ろ床槽

第１室 2.598 2.598 3.198 3.400 4.396 4.396 5.968 5.968 5.968 5.968
第２室 1.712 2.512 2.512 3.213 3.213 4.200 4.069 4.069 5.588 5.588

担体流動槽 0.765 0.985 1.143 1.465 1.776 2.015 2.399 2.399 2.855 2.855
沈殿槽 0.575 0.575 0.575 0.779 0.779 0.779 0.998 0.998 0.998 0.998
消毒槽 0.045 0.045 0.045 0.073 0.073 0.073 0.108 0.108 0.108 0.108

合　　計 5.695 6.715 7.473 8.930 10.237 11.463 13.542 13.542 15.517 15.517
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放流ポンプ槽（オプション）付の場合の保守点検チェックシート

項　　　目

  (1)　センサでの自動運転状況の確認

点　検　 時　期

ポ
ン
プ

ポ
ン
プ
槽

　
　(2)　配管破損、漏水等の有無

  (2)　ケーブル異常の有無

　(1)　汚泥・土砂の堆積状態

浄化槽の保守点検時

浄化槽の保守点検時

 ※ポンプの保守点検詳細・方法については、ポンプ付属の取扱説明書をご参照ください。

　（堆積している場合引抜き）
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734Z0891WA
24-01

商品のお問い合わせは
　（お客様相談窓口） 修理のご用命は

補修部品のご購入は
　（代引き販売窓口）

お電話での問合わせは下記にて承っています。

●商品のお問合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページ www.housetec.co.jp
   お客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のweb画面からのご利用をおすすめいたします。　
●補修部品のご購入は弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。メールでのお問合せも受付しております。

〇お客様ご相談窓口のご案内

窓口　全般


